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理  由 

 

 高齢者が生活の質を落とすことなく快適に暮らしていくために、加齢

性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を関係行政庁に要望

する必要がある。 
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高齢化が進んでいますが、私たちの周辺でも高齢の難聴者が増えています。「人の

話が聞きづらく、人と会うのがおっくうになる」「耳が聞こえにくくなって、集まり

や会議、講演会などに行く気がしなくなった」「会話がかみあわない」という声が多

くあります。 

このように加齢性難聴は、日常生活を不便にし、コミュニケーションを困難にする

など生活の質を落とす大きな原因になります。また最近では、うつや認知症の危険因

子になることも指摘されています。加齢性難聴によりコミュニケーションが減り、脳

に入ってくる情報が少なくなることが脳の機能低下につながり、うつや認知症につな

がるのではないかと考えられています。こうした中で、聞こえの悪さを補完し、音や

言葉を聞き取れるようにするのが補聴器です。 

日本の難聴者率は、欧米諸国と大差はないようですが、補聴器使用率は欧米諸国と

比較して低いとされており、補聴器の普及が求められています。しかし、日本におい

て補聴器の価格が片耳あたり約 15万円から 30万円と高額で、保険適用がないため全

額自己負担となっております。 

身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者である高度・重度難聴者の場合は、

補装具支給制度により 1割負担です。中等度以下の場合は、約 9割の人は自費で購入

しているため、特に低所得の年金暮らしの高齢者に対する配慮が欠けているといわざ

るを得ません。 

欧米では補聴器購入に対して公的補助制度があり、日本では一部の自治体で加齢性

難聴者の補聴器購入助成を行っているのみで、多くの自治体は財政が厳しく制度創設

は困難な現状です。 

補聴器のさらなる普及で、高齢になっても生活の質を落とさず、心身ともに健やか

に過ごすことができ、認知症の予防、ひいては健康寿命の延伸、医療費の抑制にもつ

ながることが期待されます。 

よって、国及び政府においては、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度

を創設するよう要望いたします。 

 

以上、地方自治法第 99条に基づき意見書を提出いたします。 
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